
熊本県間伐等森林整備促進対策事業実施要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、間伐等森林整備促進対策事業（以下「事業」という。）の実施に関

し、合板・製材・集成材国際競争力・輸出促進対策交付金等交付要綱（平成28年１月

20日付け27林整計第232号農林水産事務次官依命通知）、合板・製材・集成材国際競

争力・輸出促進対策交付金等交付要綱第31に定める基金活用事業の実施に当たっての

条件等について（平成28年１月20日付け27林整計第240号林野庁長官通知）、国際競

争力・木材供給基盤強化対策等実施要領（平成28年１月20日付け27林整計第237号林

野庁長官通知）、国際競争力・木材供給基盤強化対策等実施要領の運用について（平

成28年１月20日付け27林整計第238号林野庁長官通知）、森林・林業・木材産業グリ

ーン成長総合対策補助金等交付等要綱（平成30年３月30日付け29林政政第893号農林

水産事務次官依命通知）、林業・木材産業循環成長対策交付金実施要領（令和5年3

月30日付け4林政経第899号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭

和30年法律第179号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭

和30年政令第255号）、農林畜水産業関係補助金等交付規則（昭和31年農林省令第18

号）、熊本県補助金等交付規則（昭和56年規則第34号。以下「規則」という。）及び

熊本県農林水産業振興補助金等交付要項（以下「要項」という。）並びに関係法令に

定めるもののほか、必要な事項を定める。 

 

（目的） 

第２条 この事業は、森林資源の質的充実と公益的機能の維持増進のため間伐等を推進し、

併せて木材の安定供給体制を確立して地域材の競争力を強化することを目的とする。 

 

（事業の内容等） 

第３条 事業内容、交付対象経費、交付率、事業実施主体、採択基準等は別表１のとおり

とする。 

 ２ 林業専用道（規格相当）の本体工事に係る実行経費の算定は、森林整備保全事業設

計積算要領、森林整備保全事業標準歩掛、森林整備保全事業建設機械経費積算要領、

森林整備保全事業建設機械等賃貸積算基準、森林整備保全事業に係る仮設材損料算定

基準、森林整備保全事業に係る仮設材賃料算定基準及び熊本県森林土木工事積算基準

書に準じるものとする。 

３ 林業専用道（規格相当）の調査設計及び施工管理は、熊本県森林土木設計等業務共

通仕様書及び熊本県森林土木工事共通仕様書等に準じるものとする。 

４ 林業専用道（規格相当）及び森林作業道整備（伐倒・搬出の関連条件整備活動等と

して行う場合を含む）の工事雑費及び事務雑費は、別添１のとおりとする。 

５ この事業における人件費の算定方法は、別添２「補助事業等の実施に要する人件費



の算定等の適正化について」によるものとする。 

 

（事業実概要書の提出） 

第４条 事業実施主体は、事業計画概要書（別記第１号様式）を作成し、別表２に掲げる

資料を添付のうえ、前年度の９月末日までに所管する広域本部地域振興局長（熊本市

にあっては農林水産部長。以下「局長等」という。）を経由して知事に提出するものと

する。 

 

（事業実施計画の承認申請） 

第５条 事業実施主体は、要項第３条に基づき事業実施計画承認申請書に事業実施計画書

（別記第２号様式）を添えて、局長等を経由して知事に提出するものとする。 

２ 要項第５条に基づく事業実施計画の変更については、１の規定を準用し、変更理

由書（任意様式）を添付のうえ、提出するものとする。 

 

（交付金の交付申請） 

第６条 事業実施主体は、規則第３条及び要項第６条に基づく補助金の交付申請をすると

きは、局長等を経由して知事に提出するものとする。 

２ 補助金の交付申請書の添付書類は、別表２のとおりとする。 

３ 要項第８条の変更申請書に添付する書類は、第１項及び第２項を準用し、変更理由

書（任意様式）を添付のうえ、提出するものとする。 

 

（事業の着手等） 

第７条 事業実施主体は、原則として補助金の交付決定後に事業に着手するものとし、着

手したときは要項第11条に基づく工事着手報告書を、局長等に提出するものとする。 

２ 事業実施主体は、やむを得ない事情により補助金の交付決定前に事業に着手する必

要がある場合は、要項第９条に基づき補助金交付決定前着手承認申請書（別記第７号

様式）を、局長等を経由して知事に提出し承認を受けなければならない。 

３ 林業専用道（規格相当）整備を行う事業実施主体は、事業に着手した後、月ごとの

進捗状況報告（別記第８号様式）を翌月５日までに局長等に提出するものとする。 

４ 林業専用道（規格相当）整備を行う事業実施主体は、本体工事に着手する前に、着

工協議書（別記第９号様式）に設計図書の写しと林業専用道チェックリスト（別記第

９号様式の１）を添えて局長等に協議するものとする。 

５ 局長等は、第４項の協議があったときは、規格構造及び設計積算の内容を審査し、

適正と認められるときは着工承認通知書（別記第10号様式）により通知するものとす

る。 

 

（完了届） 



第８条 事業実施主体は、事業が完了したときは、林業専用道（規格相当）整備を除く事

業種目にあっては、速やかに事業完了届（別記第25号様式）に次の各号の書類を添え

て、局長等に提出するものとする。 

（１）事業完了総括表（別記第11号様式） 

（２）事業精算書（別記第４号様式） 

（３）伐倒・搬出、除伐、保育間伐を行う林分の明細（別記第５号様式） 

（４）着手前、完了後の写真 

２ 事業実施主体は、林業専用道（規格相当）整備を含む事業が完了したときは、要 

項第11条に基づく工事完成報告書に次の各号に掲げる書類を添えて、局長等に提出 

するものとする。 

（１）事業完了総括表（別記第11号様式） 

（２）事業精算書（別記第４号様式） 

（３）伐倒・搬出、除伐、保育間伐を行う林分の明細（別記第５号様式） 

（４）林業専用道（規格相当）整備に係る最終実施設計書の写し 

（５）林業専用道（規格相当）整備に係る契約書の写し 

（６）着手前、完了後の写真 

 

（県のしゅん工検査） 
第９条 局長等は、第８条第1項の事業完了届出及び第８条第２項の事業完成報告書の提

出があった場合には、林業専用道（規格相当）整備を除く事業種目にあっては熊本県

造林事業等しゅん工検査要領に基づき行うものとする。 

ただし、伐倒・搬出に係る現地検査にあっては、同検査要領第５の３の（１）に定

める申請単位数に応じた検査団地の抽出を要さず、市町村ごとに10分の１以上に相当

する数の施行地を無作為に抽出のうえ、行うものとする。 

２ 局長等は、林業専用道（規格相当）整備にあっては熊本県補助工事等確認検査規定

及び熊本県農林水産部所管補助工事等検査規程取扱要領に基づきしゅん工検査を行

うものとする。 

３ 局長等は、事業実施主体から事業の途中において中間検査依頼書（別記第 12 号様式）

の提出があり必要と認める場合に、次の各号により中間検査を行うものとする。 

（１）中間検査は、事業箇所ごとの施行内容の適否と事業全体の進捗状況等について

行うものとする。 

（２）検査員は、中間検査の終了後速やかに、次に掲げる書類を作成して局長等に復

命しなければならない。 

ア 中間検査復命書（林業専用道（規格相当）整備を除く事業種目にあっては別記

第13号様式。林業専用道（規格相当）整備にあっては熊本県農林水産部所管補助

工事等確認検査規程取扱要領の別記第４－４号様式） 



イ 中間検査調書（林業専用道（規格相当）整備を除く事業種目にあっては別記第

14号様式。林業専用道（規格相当）整備にあっては熊本県農林水産部所管補助工

事等確認検査規程取扱要領の別記第５－３号様式） 

ウ 中間検査野帳（別記第15号様式） 

エ 検査写真 

 

（実績報告） 
第１０条 要項第13条の実績報告書に添付する書類は、次の各号のとおりとする。 

（１）事業の内容及び経費の配分（別記第３号様式） 

（２）事業実績書（別記第16号様式） 

（３）収支精算書（要項別記第４号様式） 

 

（補助金の前金払、概算払請求） 
第１１条 事業実施主体は、要項第15条に基づき補助金の交付を概算払又は前金払により

受けようとするときは、補助金等概算払（又は前金払）請求書を、局長等を経由して

知事に提出するものとする。 

２ 局長等は、前項の補助金等概算払（又は前金払）請求書の提出があったときは、内

容を審査し出来高調書（別記第17号様式。林務課長又は林務担当班長が内容を証明し

たもの。）を添えるものとする。 

 

（財産の処分の制限） 

第１２条 要項第 17 条第１項の財産の処分を制限する期間は、事業の終了の翌年度の初日

から起算して５年間とする。 

 

（事業完了後の施設の管理） 

第１３条 事業によって取得し、又は効用の増加した施設等（以下「施設」という。）は、

常に良好な状態で管理するとともに、その設置目的に沿って使用し、その効率的な運

用を図るものとする。 

２ 施設の管理は、原則として事業実施主体が行う。ただし、事業実施主体が直接管理

することが不適当な場合には、その施設の設置目的の達成に適した団体（以下「管理

主体」という。）にこれを管理させることができる。また、事業実施主体が普通地方

公共団体である場合は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項に定め

る指定管理者を管理主体にできる。これらの場合、事業実施主体はその旨を知事に届

け出て、その指示を受けるものとする。 

３ 事業実施主体又は管理主体は、施設管理の状況を明確に管理するため、施設財産の

種類、所在、構造、価格、得喪変更の年月日等を記載した財産台帳を、次の各号によ



り作成し、備えるものとする。 

（１）事業種目ごとに次に掲げる様式により作成するものとする。 

ア 伐倒・搬出（別記第18号様式） 

イ 林業専用道（規格相当）（別記第19号様式） 

ウ 関連条件整備活動及び路網整備の森林作業道については、熊本県森林作業道実

施基準第８の１の（１）により作成する作業道台帳 

（２）財産台帳を正副２部作成し、１部を事業実施主体又は管理主体が備えるとともに、

１部を施設が所在する市町村に送付するものとする。 

４ 市町村は、財産台帳の送付があった場合には、台帳に記載された施設を市町村森林

整備計画に反映させるなど、施設が活用されるよう広く情報提供に努めるものとする。 

５ 知事は、事業実施主体又は管理主体に対して施設の管理状況に関する情報の提示を

求め、または立入り等により確認をすることができる。 

６ 事業実施主体又は管理主体は、施設ごとに管理規程又は利用規程を定めて適正に管

理すると共に、施設を永続的に活用できるよう施設の更新に必要な資金（減価償却引

当金）の積立てに努めるものとする。この場合において、当該施設の管理規程又は利

用規程には、次に掲げる事項を必要に応じて規定するものとする。 

ア 目的 

イ 施設の種類、構造、規模、形式、数量 

ウ 施設の所在 

エ 管理責任者 

オ 利用者の範囲 

カ 利用方法に関する事項 

キ 使用料に関する事項 

ク 施設の償却に関する事項 

７ 事業実施主体又は管理主体は、施設の導入年度等を明らかにするため、施設の内容

に応じ、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に標示するものとする。 

（１）林業専用道（規格相当）又は森林作業道にあっては、事業名、路線名（起点を記

入する。）、着工年度、事業実施主体等 

（２）その他の施設にあっては、事業名、施設名、導入年度、事業実施主体等 

８ 施設の移転又は主要機能の変更を伴う増築、改築、模様替え等をしようとするとき

は、事業実施主体又は管理主体（当該施設の譲渡を受けた管理主体に限る。以下同じ。）

は市町村長に協議し、協議を受けた市町村長は協議書（別記第20号様式）を局長等に

提出し、指示を受けるものとする。  

ただし、機械施設等で定められた耐用年数を過ぎている場合はこの限りでない。 

９ 事業実施主体又は管理主体は、施設の処分をしようとするときは、その旨を市町村

長に協議し、協議を受けた市町村長は、その処分が制限期間以内である場合には、別



記様式第21号により知事に申請して承認を得るものとし、それ以外の処分のときは、

別記様式第22号により知事に届け出るものとする。 

10 施設が天災その他の災害を受けたときは、事業実施主体又は管理主体は遅延なく、

その旨を市町村長に届け出るものとする。 

11 市町村長は、前項の届出があった場合は、施設の所在、事業種目、滅失又はき損の

原因、被災程度、損害見積価格、復旧見込額及び事業実施主体において講じた暫定措

置並びに防災・復旧措置等について調査確認し、別記第 23号様式に調査意見及び被災

写真等を付して、知事に報告するものとする。 

 

 

附則  

この要領は、平成19年10月１日から適用する。 

附則  

この要領は、平成21年３月３日から適用する。 

附則  

この要領は、平成 21 年４月 10 日から施行し、平成 21年度事業から適用する。 

附則  

この要領は、平成21年７月10日から適用する。 

附則  

この要領は、平成21年10月８日から適用する。 

附則  

この要領は、平成22年４月１日から適用する。 

附則  

この要領は、平成22年12月17日から適用する。 

附則  

この要領は、平成23年12月16日から適用する。 

附則  

この要領は、平成24年6月20日から施行し、平成24年度事業から適用する。 

附則  

この要領は、平成25年６月４日から施行し、平成25年度事業から適用する。 

附則  

この要領は、平成26年３月７日から施行し、平成25年度事業から適用する。 

附則  

この要領は、平成27年３月２日から施行し、平成26年度２月補正予算事業から適用する。 

熊本県間伐等森林整備促進対策事業交付金事務取扱要領（平成17年12月16日制定）は廃

止する。 



附則  

この要領は、平成27年12月28日から適用する。 

附則 

この要領は、平成28年７月11日から施行する。 

平成26年度補正熊本県間伐等森林整備促進対策事業（林業専用道整備）実施要領（平成

27年２月25日施行）は廃止する。 

附則 

この要領は、平成29年５月30日から施行する。 

  附則 

この要領は、平成30年５月１日から施行する。 

附則 

この要領は、令和元年５月８日から施行する。 

附則 

この要領は、令和２年４月２３日から施行する。 

附則 

この要領は、令和２年１０月６日から施行する。 

附則 

この要領は、令和３年５月１１日から施行する。 

 附則 

この要領は、令和４年５月３０日から施行する。 

 附則 

この要領は、令和５年６月２日から施行する。 
 



別表１ 
 

メニュー 事業種目 交付対象経費 交付率 事業実施主体 採 択 基 準 

国
際
競
争
力
・
木
材
供
給
基
盤
強
化
対
策
等
事
業 

１  間 伐 材 生

産 

（１）伐倒・搬出 不用木の除去（侵入

竹含む）、不良木の

淘汰（育成しようと

する樹木の一部を

伐採することによ

り本数密度の調整、

残存木の生長促進

等を図ることをい

う。）、支障木やあ

ばれ木等の伐倒、搬

出集積、その他の付

帯施設整備（集材

路、林内作業場、土

場、付帯施設等）に

要する経費 

定額。ただし、１ヘ

クタール当たり394

千円を上限。また、

間接費相当分を計

上することができ

る。 

都道府県、市町村、森林

整備法人等（森林整備法

人、一般社団法人及び一

般財団法人に関する法律

第２条第１号に規定する

法人（造林を行うことを

主たる目的としている法

人であって、地方公共団

体がその社員であるもの

又は地方公共団体がその

基本財産の全部若しくは

一部を拠出しているも

の。）をいう。）及び効

率的かつ安定的な林業経

営や林業経営の持続性の

確保を目指す林業経営体

として、林野庁長官が別

に定める考え方に則って

知事が選定した林業経営

体（以下、熊本県版育成

経営体） 

（１）国際競争力・木材供給基盤強化対策等実施要領第３の規

定に基づき作成された供給力・体質強化計画（以下「体質

強化計画」という。）の参画事業体が実施するものである

こと 

（２）原則として、森林法第11条に規定する森林経営計画対象

森林において実施するものとする。ただし、森林経営計画

が作成されていない森林であっても、次に掲げるいずれか

の要件を満たす場合は事業を実施することができる。 

ア 本事業を実施する森林が存する林班内に森林経営計画

が作成されている場合（森林法施行規則第33条第２号に基

づく森林経営計画が作成されているが、本事業を実施する

森林と合わせても同条第１号イに基づく森林経営計画（以

下「林班計画」という。）が作成できない場合を除く。）、

又は本事業を実施する森林が存する同号ロに定める区域

内に林班計画若しくは同号ロに基づく森林経営計画が作

成されている場合は、事業完了後の実績報告時に当該森林

が森林経営計画の対象森林であること又は事業の完了年

度の翌年度までに当該森林を森林経営計画の対象森林と

することを確認できるもの。 

イ 前項アに該当しない場合は、事業完了後に当該森林を森

林経営計画の対象森林とするよう努めることを確認でき

るもの。なお、本事業の交付申請後、事業完了までの間に

アに掲げる場合に該当する森林経営計画が作成された場

合は、アと同様の取扱いとする。 

なお、上記ア及びイの取扱いについては、「「森林環

境保全整備事業実施要領の運用」の１の（10）のイの規

定の取扱い及び森林経営計画の作成の推進について」（平

成25年9月4日付け25林整計第499号林野庁森林整備部計

画課長・整備課長連名通知）を準用する。 

（３）１施行地が0.1ha以上であること。なお、１施行地とは原

則として接続する区域とする。 

（４）全ての施行地で搬出を行うこと。また、事業実施面積の

過半から搬出すること。 

（５）不良木の淘汰については、育成しようとする樹木の立木

本数の20％（地形等により気象害の発生が明らかに予想さ

（２）関連条件整

備活動 

（（１）と一体的

に実施する対

象森林の調査、

森林所有者の

同意取り付け

等） 

 

①森林調査及び同意取

り付け等 

森林施業に着手す

る上で直接必要とな

る経費 

定額。ただし、１ヘ

クタール当たり18.5

千円を上限。 

②一体的に整備する森

林作業道 

伐倒・集材と一体

的に実施する森林作

業道の整備に要する

経費 

定額。ただし１メー

トル当たり２千円

を上限。事業費の

4.5%以内で 工事 雑

費・事務雑費を計上

できる。 

③鳥獣害防止施設の整

備 

伐倒・集材と一体

的に実施する鳥獣害

防止施設の整備に要

する経費 

定額。ただし、１メ

ートル当たり730円

を上限。 



 れる場合又は施業体系から20％未満とすることが適切であ

ると判断される場合は10％）以上伐採すること。 

（６）伐採率については、市町村森林整備計画に定められた間

伐の標準的な方法（要間伐森林の間伐にあっては要間伐森

林の間伐の方法を含む。）に留意して伐採を行うものとす

る。また、森林経営計画で実施すべきとされている施業の

方法に即して実施するものとする。 

（７）対象森林は、過去５年以内に同一施行地において国庫補

助事業による間伐等を実施していない場合に限る。ただし、

（５）の規定（他の国庫補助事業の場合は（５）と同様の

規定）により、地形等により気象害の発生が明らかに予想

され又は施業体系から伐採率を20％未満とすることが適切

であると判断され、10％以上20％未満の伐採が行われた施

行地については、その実施から５年を経過していなくても

実施することができる。 

また、気象害等の被害を受け不良木となったものの淘汰を

実施する場合であって、二次災害や病虫害の発生、景観の悪

化等、公共性、公益性の観点から早期に実施する必要がある

と認められる場合においては、過去５年以内に間伐等が実施

された森林であっても実施することができる。 

（８）対象齢級は原則として12齢級以下とする。ただし、森林

経営計画に基づいて行うものは市町村森林整備計画に定め

られる標準伐期齢に２を乗じた林齢以下の林分で行うこと

ができる。また、間伐材の利用を促進する観点から、次の

いずれかに該当する場合は、齢級によらず補助対象とする

ことができる。 

ア 伐採しようとする不良木の胸高直径の平均が18㎝未満の

森林 

イ 形状比が80以上の樹木が過半を占める森林 

ウ 収量比数が0.8以上の森林 

エ 搬出される木材の過半が曲がり材や低質材となるもの 

オ 気象害、病虫獣害等の被害木を利用するもの 

カ 現況において林内路網の整備が実施されていない森林 

キ 協定等により、体質強化計画に記載された木材加工流通

施設への原木の安定供給が可能であるもの（木材市場等を

経由する場合を含む） 

 



 ２ 路網整備 （１）林業専用道

（規格相当）整備 

①林業専用道（規格相

当）整備 

定額。ただし、林業

専用道（規格相当）

の開設箇所の平均

横断地山傾斜によ

り、Ａ区分（15度未

満）は１メートル当

たり平均３万２千

円、Ｂ区分（15度以

上25度未満）は１メ

ートル当たり平均

３万５千円、Ｃ区分

（25度以上）は１メ

ートル当たり平均

３万８千円を、各区

分の開設延長の合

計に乗じた金額を

合計した額を上限

とする。なお、本区

分については、熊本

県林業専用道（規格

相当）設計・技術審

査会の審査を経て、

決定するものとす

る。また、合計事業

費の10パーセント

を上限として補強

を行うことができ

る。 

 

 

 

 

 

 

都道府県、市町村、森林

整備法人等及び熊本県版

育成経営体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１））供給力・体質強化計画の参画事業体が実施するもので

あること。 

（２）供給力・体質強化計画のうちの原木安定供給計画で定め

られた間伐材生産目標の達成に資するものであること。 

（３）熊本県林業専用道作設指針（令和4年（2022年）3月31日

付け林振第29号－2号林業振興課長通知）の基準を満たすも

のであること。 

（４）建設事業体（建設業法（昭和24年法律第100号）の許可を

受けた建設業者）等の参入機会を設ける観点から、本体工

事及び調査設計については外部に発注すること。 

（５）路網整備に係る生産基盤強化区域の設定について（平成

30年2月1日付け29林整整第713号林野庁長官通知）に定める

生産基盤強化区域（以下「生産基盤強化区域」という。）

内で整備する路網に限る。 

（６）林業専用道（規格相当）整備（施設一体型）については、

日ＥＵ・ＥＰＡ対策として土場と一体的に整備される施設

及びこれらの施設と木材安定取引協定等を締結する施設か

らおおむね50kmの範囲内において、次に定める土場等を一

体的に整備するものであること。 

  ① 土場の用地に係る面積は、１箇所あたり200㎡以上とす

る。この場合、設置箇所の地形、林業専用道（規格相当）

開設の工程及び路網の配置、使用する林業機械（高性能

林業機械を含む。以下同じ。）を考慮するものとする。 

  ② 土場の設置間隔は、採用する作業システム、林業機械の

組合せ及び規模を考慮して決定するものとする。この場

合、目安は次によることとする。 

   ア 車両系システムによる場合は、300ｍ～600ｍ 

   イ 架線系システムによる場合は、30ｍ～50ｍ 

  ③ 取付道路については、原則として延長200ｍ以内とする

ほか、車道幅員は、作業システムを考慮して決定するも

のとする。 

  ④ 作業用地及び取付道路の設置箇所が道路法に規定する

道路に接して設置することとなる場合は、道路交通法24

条の協議を行うものとする。 



②林業専用道（規格相

当）整備（施設一体

型） 

定額。ただし、林業

専用道（規格相当）

の開設箇所の平均

横断地山傾斜によ

り、Ａ区分（15度未

満）は１メートル当

たり平均４万６千

円、Ｂ区分（15度以

上25度未満）は１メ

ートル当たり平均

４万９千円、Ｃ区分

（25度以上）は１メ

ートル当たり平均

５万２千円を、各区

分の開設延長の合

計に乗じた金額を

合計した額を上限

とする。なお、本区

分については、熊本

県林業専用道（規格

相当）設計・技術審

査会の審査を経て、

決定するものとす

る。また、合計事業

費の10パーセント

を上限として補強

を行うことができ

る。 

 

 

③関連条件整備活動

対象森林の調査及

び森林所有者の同

意取付け 

 

 

 

 

定額。ただし、１ヘ

ク タ ー ル 当 た り

18.5千円を上限。 



（２）森林作業道整

備 

①森林作業道整備 

 

 

 

 

 

 

定額。ただし、１メ

ートル当たり２千

円を上限。事業費の

4.5%以内で 工事 雑

費・事務雑費を計上

できる。 

 

（１）供給力・体質強化計画の参画事業体が実施するものであ

ること。 

（２）供給力・体質強化計画のうちの原木安定供給計画で定め

られた間伐材生産目標の達成に資するものであることと

し、間伐等を実施する箇所までの到達路網を作設する場合

であること。ただし、事業を効率的に実施するために必要

な場合は、一体的に実施する間伐等の施業に一定期間先行

して実施することができるものとする。なお、この場合の

「一定期間」は２年（当該森林作業道を利用して実施する

間伐等が森林経営計画、森林施業計画又は特定間伐促進計

画に基づくものである場合は、これらの計画期間内）とす

る。 

（３）熊本県森林作業道作設作設指針（平成23年９月26日付け

林振第621号農林水産部長通知）の基準を満たすものである

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②関連条件整備活動

対象森林の調査及び

森林所有者の同意取

付け 

定額。ただし、１ヘ

クタール当たり18.5

千円を上限。  



林

業

・

木

材

産

業

循

環

成

長

対

策

事

業 

１ 間伐材生産 （１）伐倒・搬出 

 

国際競争力・木材供

給基盤強化対策等事

業に同じ 

国際競争力・木材供

給基盤強化対策等

事業に同じ 

国際競争力・木材供給基盤

強化対策等事業に同じ 

（１）林業・木材産業循環成長対策等交付金実施要項第２の１

の規定に基づき作成された事業構想（以下「事業構想」と

いう。）の参画事業体が実施するものであること。 

（２）～（８）国際競争力・木材供給基盤強化対策等事業に同

じ。 

（９） 協定等により、事業構想に記載された木材需要者等に

原木の安定供給が可能であるもの。 

（10）生産基盤強化区域内で行う間伐に限る。 

（11）除伐及び保育間伐の事業対象箇所については、生産基盤

強化区域及びこれに準ずる区域（生産基盤強化区域の設定

目安100haに満たないものの合板・製材工場等の集荷圏にあ

たる区域又は生産基盤強化区域と路網により接続している

周辺区域）内とする。 

①  保育間伐において不良木の淘汰を実施する場合は、育

成しようとする樹木の立木本数の20パーセント（地形等

により気象害の発生が明らかに予想される場合又は施

業体系から20パーセント未満とすることが適切である

と判断される場合は10パーセント）以上を伐採するこ

と。また、除伐において不用木の除去（育成しようとす

る樹木の生育の妨げとなる木竹を伐採することをい

う。）のみを実施する場合は、原則として不用木を全て

除去すること。 

②  除伐又は保育間伐の実施に当たっては、過去５年以内

に同一施行地において国庫補助事業による除伐、保育間

伐、間伐又は更新伐を実施していないこと。ただし、直

近の間伐等の伐採率が、10パーセント以上20パーセント

未満である場合や、気象害等の被害を受け不良木となっ

たものの淘汰を実施する場合であって、二次災害や病虫

害の発生、景観の悪化その他公共性、公益性の観点から

早期に実施する必要があると認められる場合において

は、過去５年以内に間伐等が実施された森林であっても

実施することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）除伐 下刈りが終了したⅤ

齢級以下の林分にお

いて行う不用木（侵

入竹を含くむ。）の

除去及び不良木の淘

汰 

定額。ただし、１ヘ

クタール当たり151

千円を上限。また、

間接費相当分を計

上することができ

る。 

（３）保育間伐 間伐木の搬出を伴わ

ない適正な持つ度管

理を目的とする適正

な密度管理を目的と

するⅫ齢級以下の不

用木（侵入竹を含

む。）の除去及び不

良木の淘汰 

定額。ただし、１ヘ

クタール当たり141

千円を上限。また、

間接費相当分を計

上することができ

る。 

（４）関連条件整

備活動 

 

①～③ 

国際競争力・木材供

給基盤強化対策等事

業に同じ 

①～③ 

国際競争力・木材供

給基盤強化対策等

事業に同じ 



 

 

 ２ 路網整備 （１）林業専用道

（規格相当）整備 

① 

国際競争力・木材供

給基盤強化対策等事

業に同じ 

国際競争力・木材供

給基盤強化対策等

事業に同じ 

国際競争力・木材供給基盤

強化対策等事業に同じ 

（１）事業構想の参画事業体が実施するものであること。 

（２）事業構想で定められた原木生産目標の達成に資するもの

であること。 

（３）～（５）国際競争力・木材供給基盤強化対策等事業に同

じ。 

 

 （２）森林作業道

整備 

① 

国際競争力・木材供

給基盤強化対策等事

業に同じ 

① 

国際競争力・木材供

給基盤強化対策等

事業に同じ 

 （１）事業構想の参画事業体が実施するものであること。 

（２）事業構想で定められた原木生産目標の達成に資するもの

であることとし、間伐等を実施する箇所までの到達路網を

作設する場合であること。ただし、事業を効率的に実施す

るために必要な場合は、一体的に実施する間伐等の施業に

一定期間先行して実施することができるものとする。なお、

この場合の「一定期間」は２年（当該森林作業道を利用し

て実施する間伐等が森林経営計画、森林施業計画又は特定

間伐促進計画に基づくものである場合は、これらの計画期

間内）とする。 

（３）国際競争力・木材供給基盤強化対策等事業に同じ。 

  （３）関連条件整

備活動 

（（１）又は（２）

と一体的に実施す

る対象森林の調査、

森林所有者の同意

取り付け） 

 

① 

林業専用道（規格相

当）整備及び森林作

業道整備に着手す

る上で直接必要と

なる経費 

① 

定額。ただし、１ヘ

ク タ ー ル 当 た り

18.5千円を上限。 

 



別表２ 添付書類一覧表 
 事項 事業計画概要書 【第３関係】 事業実施計画 【第４関係】 補助金交付申請 【第５関係】 

 

書類一覧 

 

（様式） 

事業実施主体 

→局長 

局長 

→農林水産部長 

事業実施主体 

→局長 

局長 

→農林水産部長 

事業実施主体 

→局長 

局長 

→農林水産部長 

事業実施総括表 別記第２号様式 〇 〇 〇 〇 〇 〇 
事業の内容及び経費の配分 別記第３号様式     〇 〇 
事業計画書 別記第４号様式     〇 〇 
施行箇所総括位置図      〇  
施業箇所位置図      〇  
路網整備線形図      〇  
間伐材の取引に係る協定書の写し      〇 〇 
伐倒・搬出を行う林分の明細 別記第５号様式     〇 〇 
路網整備における森林整備計画表 別記第６号様式     〇 〇 
費用対効果分析結果    〇 〇   
収支予算書 要項別記第４号様式     〇 〇 
誓約書（交付申請時のみ） 別記第２４号様式     〇 〇 
農林水産業・食品産業の作業安全の

ための規範（個別規範：【林業】【事

業者向け】）チェックシート 

     〇 〇 

【留意事項】 
１ 施行箇所総括位置図は、縮尺５万分の１程度の地形図を用い、施行箇所に事業計画書の整理番号を記載したものとする。 

２ 施業箇所位置図は、伐倒・搬出、除伐及び保育間伐を行う時に添付し、森林計画図等縮尺５千分の１程度の地形図を用い、施行箇所を赤の実線で囲んだ

ものとする。ただし、事業主体は交付申請書等への添付は要しないが、測量結果を整備するものとする。 

３ 路網整備線形図は、森林作業道整備（間伐材生産の関連条件整備活動等として行う場合を含む）及び林業専用道（規格相当）整備を行う時に添付し、森

林地形図等の地形図を用い、線形を赤の実線で記載し、起点及び終点を明示する。また、間伐区域（除伐、保育間伐区域を含む。）及び実施年度を記入す



る。ただし、事業主体は交付申請書等への添付は要しないが、測量結果を整備するものとする。 

４ 費用対効果分析は、林野公共事業の費用便益分析プログラムを参考に算出するものとする。 

５ 事業実施主体は、上表に示す必要部数を添付するものとする。 （例）補助金交付申請時の事業計画や収支予算書は２部、施業箇所総括位置図は１部 

６ 局長とは広域本部地域振興局長を示し、熊本市内の事業実施主体にあっては、農林水産部長に提出するものとする。 

７ 林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要領第１の３の（２）及び木材産業国際競争力強化対策実施要領の運用について第２の３の規定に基づく

「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範（個別規範：【林業】【事業者向け】）チェックシート」過去１年以内に他の事業においてチェックシー

トを提出している場合は、その写しの提出をもってこれに変えることができるものとする。 

 



住所

（申請者）

氏名　　　　　　　　　

　このことについて、熊本県間伐等森林整備促進対策事業実施要領第４条の規定によ
り、別添のとおり提出します。

別記第１号様式（第４条関係）
第　　　号

　　年　　月　　日

熊本県知事　　　　　　　様

　年度間伐等森林整備促進対策事業計画概要書



　

 事業費 補助金 その他

 １ 間伐材生産
　搬出間伐材積　〇〇m3
　うち対象施設への供給量　〇〇m3

小計

小計

小計

(4)　関連条件 ① 森林調査及び
     整備活動    同意取付け

小計

② 森林作業道整備

小計

③ 鳥獣害防止施設
　　の整備

小計

(１)  林業専用道 ① 林業専用道
 ２ 路網整備     （規格相当） 　（規格相当）整備

     整備

小計

② 林業専用道
　（規格相当）整備
　（施設一体型）

小計

③関連条件整備活動

小計

(2)  森林作業道 ① 森林作業道整備
　   整備

小計

②関連条件整備活動

小計

注1

2

3
4

別記第２号様式（第４条、第５条、第６条関係）

間伐等森林整備促進対策事業実施計画書

事　業　実　施　計　画　総　括　表 
（単位：円、ha、m）

メニュー① メニュー② 事業種目 施行市町村
事業実施計画

事業内容等

メニュー①の欄には、「国際競争力・木材供給基盤強化対策等事業」、「林業・木材産業循環成長対策事業」の別を記入すること。

事業内容等の欄には、間伐材の生産、同意取付け及び鳥獣害防止施設はその面積を、林業専用道（規格相当）及び森林作業道
は路線数と開設延長合計を記入すること。
変更の場合は、下段に当初、上段に変更後を記入すること。
不要の行は削除すること。

（1)　伐倒・搬出

（2)　除伐

（3)　保育間伐

計

計

合計



別記第2号様式の1（第４条、第５条、第６条関係）

　

施行箇所 路線名 幅員 延長 事業費 補助金 その他 単価 延長 補助金 幅員 延長 事業費 補助金 その他 単価 延長 補助金 管理主体 備考

（市町村） （ｍ） （ｍ） (円） (円） (円） (円／ｍ） （ｍ） (円） （ｍ） （ｍ） (円） (円） (円） (円／ｍ） （ｍ） (円）

　 　 　 　

(注）

(1)　施行箇所総括位置図(５万分の１程度の地図を用い、施行箇所に上表の番号を記載すること)

路網整備の事業実施計画

（1）　林業専用道（規格相当）整備

整理
番号

請負
共同
直営
の別

全体計画 既整備量 　　年度 次年度以降
森林経
営計画

計

関連条件整備活動（調査・同意の取付等）

合計

１　幅員は全幅員を記入すること。

２　林業専用道（規格相当）の概要を示す資料として、以下の図を添付すること。

(2)　施行箇所位置図(熊本県造林事業補助金交付要項に準じて作成することとし、森林計画図等の地形図に施行路線を赤の実線で表示すること。
　　  なお、起点にBP、終点にEPと記入すること。また、間伐区域及び間伐実施年度を記入すること。

３　森林経営計画の欄には、当該計画路線を含む森林経営計画の団地名を記入すること。

４　補強を行う場合は、備考欄に「補強」と記入すること。

５　施設一体型を行う場合は、備考欄に「施設一体型」と記入すること。



別記第2号様式の2（第４条、第５条、第６条関係）

　 請負
施行箇所 路線名 共同 幅員 延長 単価 事業費 補助金 その他
（市町村） 直営 （国費）

の別    (ｍ)    (ｍ) （円）  (円)  (円)  (円)

(注) １

２

３

４

(1)

(2)

路網整備の事業実施計画

（2）　森林作業道整備

整理
番号

備　考

計

施行箇所総括位置図（５万分の１程度の地図を用い、施行箇所に上表の番号を記載すること）

施行箇所位置図（熊本県造林事業補助金交付要項に準じて作成することとし、森林計画図等の地形図に路線を赤の実線で表示すること。なお、起点にBP、終点に
EPと記入し、間伐区域及び間伐実施年度を記載すること）

関連条件整備活動（調査・同意の取付等）

合計

番号欄には、通し番号を付けること。

変更の場合は、下段に当初、上段に変更後の事業費等を記入すること。

開設が間伐等の施業に一定期間先行する場合は、間伐等の施業を行う時期を備考欄に記入すること。

森林作業道の概要を示す資料として、以下の図を添付すること。



 

予定工期

事業量 補助金 市町村費 その他 着工予定 備　　考
（国　費）

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ）
年 月 日
竣工予定

（ha、ｍ） （円） （円） （円） （円） 年 月 日 　

１　間伐材生産

２　路網整備

② 森林作業道整備

別記第３号様式（第６条、第１０条関係）

事業の内容及び経費の配分

メニュー① メニュー② 事業種目

経　費　区　分

事業費
（実行経費）

（１）伐倒・搬出

（2）除伐

（３）保育間伐

（4）関連条件
　　整備活動

① 森林調査及び
　  同意取付け

③ 鳥獣害防止施設
　　の整備

小計

（１）林業専用道
　　（規格相当）
　　整備

① 林業専用道
　　（規格相当）整備

② 林業専用道
　　（規格相当）整備
　　（施設一体型）

③ 関連条件整備
　 活動

      ２　変更の場合は、下段に当初、上段に変更後の事業費等を記入すること。

      ３　繰越の場合は、上段に全体、中段に当年度内執行分、下段に繰越分を記入すること。

（２）森林作業道
　　 整備 ① 森林作業道

　　整備

② 関連条件整備
　 活動

小計

合  　　計

（注）１　メニュー①の欄には、「国際競争力・木材供給基盤強化対策等事業」、「林業・木材産業循環成長対策事業」の別を記入すること。



　　年度間伐等森林整備促進対策事業　事業計画（精算）書

  

現場監
督費率

金額 加算率 金額
現場監
督費率

金額 加算率 金額

(注)１

2

3

4

5

6

7

　標準経費を算定するにあたり千円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てること。

　 　標準経費の直接費は、搬出間伐は事業量（実面積）に事業主体ごとに定められた１ヘクタール当たり定額単価（196,000円、281,000円、3９４,000円）、除伐は１ヘクタール当たり151,000円の定額単価、保育間伐は１ヘクタール当たり141,000円の定額単
価を乗じた額とする。なお、定額単価は共通仮設費を含んでいるので、実行経費の算定にあたっては注意すること。

　補助金額の欄は、実行経費と標準経費を比較していずれか低い方の額とし、千円未満を切り捨てること。

　適宜行を追加すること。

　事業量は、小数第2位まで記入すること。

合計

　変更の場合は、下段に当初、上段に変更後の事業費等を記入すること。

　施工方法の欄は、「直営」、「請負」又は「森林所有者等施行」の別を記入すること。

標準経費

社会保険料等
直接費

間接費

計 直接費

間接費

計
現場監督費 社会保険料等 現場監督費 備考補助金額

別記第４号様式の１（第６条、第８条関係）

１ （１）　間伐材生産のうち伐倒・搬出、除伐、保育間伐

事業実施主体

単位：ヘクタール、円

整理
番号

枝番 市町村
施行
方法

事業実施者
事業量

（実面積）

左のうち
搬出間伐

面積
樹種 林齢

実行経費



 

単価 金額

(注)１

2

3

4

5

6

別記第４号様式の２（第６条、第８条関係）

　　年度間伐等森林整備促進対策事業　事業計画（精算）書

１ （２） ①　間伐材生産のうち関連条件整備活動（対象森林の調査及び同意取付け）

事業実施主体
単位：ヘクタール、円

補助金額 備考
整理
番号

枝番
事業量
（面積）

実行経費
標準経費

　事業量は小数第2位まで記入すること。

　実行経費及び標準経費を算定するにあたり1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるこ
と。

　補助金額の欄は、実行経費と標準経費を比較していずれか低い方の額の合計とし、千円未満を切り
捨てること。

合計

　本表は、間伐材生産の関連条件整備活動のうち②対象森林の調査及び同意取付けを実施する場合
に作成するものする。

　変更の場合は、下段に当初、上段に変更後の事業費等を記入すること。

　整理番号及び枝番は、別記第４号様式の１に記載したものとの一致させること。



 

  

単価 金額

(注)１

2

3

4

5

6

7

8

別記第４号様式の３（第６条、第８条関係）

　　年度間伐等森林整備促進対策事業　事業計画（精算）書

１ （2） ②　間伐材生産のうち関連条件整備活動（森林作業道整備）

事業実施主体

単位：メートル、円

実行経費
標準経費 補助金額 備考

整理
番号

枝番
施行
方法

路線名
事業量
（延長）

　実行経費及び標準経費を算定するにあたり１円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てること。

　補助金額の上限は、路線ごとの開設延長に定額単価を乗じた額とする。

　補助金額の欄は、実行経費と標準経費を比較していずれか低い方の額の合計とし、千円未満を切り捨てる
こと。

合計

　本表は、間伐材生産の関連条件整備活動のうち森林作業道整備を実施する場合に作成するものする。

　変更の場合は、下段に当初、上段に変更後の事業費等を記入すること。

　整理番号及び枝番は、別記第4号様式の１に記載したものとの一致させること。

　施工方法の欄は、「直営」、「請負」の別を記入すること。

　事業量は整数止とすること。



 

  

面積 延長 単価 金額

(注)１

2

3

4

5

6

7

8 補助金額の上限は、事業量（延長）に定額単価を乗じた額とする。

別記第４号様式の４（第６条、第８条関係）

　　年度間伐等森林整備促進対策事業　事業計画（精算）書

１ （2） ③　間伐材生産のうち関連条件整備活動（鳥獣害防止施設の整備）

事業実施主体

単位：ヘクタール、メートル、円

標準経費 補助金額 備考
整理
番号

枝番
施行
方法

事業量 実行経費

　実行経費及び標準経費を算定するにあたり１円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるこ
と。

　補助金額の欄は、実行経費と標準経費を比較していずれか低い方の額の合計とし、千円未満を切り
捨てること。

合計

　本表は、間伐材生産の関連条件整備活動等のうち③鳥獣害防止施設を実施する場合に作成するも
のする。

　変更の場合は、下段に当初、上段に変更後の事業費等を記入すること。

　整理番号及び枝番は、別記第4号様式の１に記載したものとの一致させること。

　施工方法の欄は、「直営」、「請負」の別を記入すること。

　事業量は、対象森林面積及び施行延長の両方を記入することとし、面積は小数第2位まで、延長は整
数止めとして記入すること。



 別記第４号様式の５（第６条、第８条関係）
 

2 （1） 路網整備のうち林業専用道（規格相当）整備

施行箇所 路線名 幅員 延長 事業費 本体工事費 測量及び試験費 工事雑費 事務雑費 事業費の 補助金 補助金の 備考

（市町村） １ｍ当たり単価 １ｍ当たり単価

(注)１

2 　変更の場合は、下段に当初、上段に変更後の事業費等を記入すること。

3 　幅員欄には、車道幅員と路肩幅員を加えたものを記入する。

4

5

6

7

8

　　年度間伐等森林整備促進対策事業　事業計画（精算）書

事業実施主体
単位：メートル、円

整理
番号

請負
共同
直営
の別

事業費内訳 工期

主な工種数量
測量及び試験 本体工事

　補強を実施する場合は、備考欄に補強に係る延長及び事業費を記入すること。

　施設一体型を行う場合は、備考欄に「施設一体型」と記入すること。

　備考欄にA,B,Cの傾斜区分を記載すること。

計

関連条件整備活動（調査・同意の取付）

合計

　本表は、路網整備のうち林業専用道（規格相当）整備を実施する場合に作成するものする。

　事業量は小数点第2位まで記入すること。

　補助金額は、事業実施主体の傾斜区分ごとの作設延長の合計に１メートル当たり32,000円または35,000円または38,000円（施設一体型は１メートル当たり46,000円または49,000円または52,000円）の定
額単価を乗じた額とする。ただし、補助金額の上限は、事業費の１／２相当額であり、実行経費が先述の１メートル当たり単価の２倍を超えない場合は、実行経費の１／２が交付金（補助金）となる。



 別記第４号様式の６（第６条、第８条関係）

2（2）　路網整備のうち森林作業道整備

 

施行箇所 路線名 幅員 延長 事業費 直接費 事務雑費 事業費の 補助金額 補助金の 工期 備考

（市町村） 共通仮設費 現場監督費 社会保険料等 計 工事雑費 １ｍ当たり １ｍ当たり

単価 単価

(注)1

2 　変更の場合は、下段に当初、上段に変更後の事業費等を記入すること。

3 　幅員欄には、車道幅員と路肩幅員を加えたものを記入する。

4

5 　補助金額の上限は、開設延長に定額単価を乗じた額とする。

　　年度間伐等森林整備促進対策事業　事業計画（精算）書

事業実施主体

整理
番号

請負
共同
直営
の別

事業費内訳

主な工種数量
間接費

計

関連条件整備活動
（調査・同意の取付）

合計

　本表は、路網整備のうち森林作業道整備を実施する場合に作成するものする。

　事務雑費・工事雑費の額は、事業費に45/1000を乗じて得た額の範囲内とする。



別記第５号様式（第６条、第８条関係）

   
整理
番号

枝番 市町村 林班 小班
小班
枝番

大字 字 地番 事業実施者 森林所有者 樹種 林齢
事業量

（実面積）
実施率

搬出
間伐面積

伐採率
搬出の
有無

搬出
方法

搬出
材積

備考

ha % ha % m3

(注)1

2

3

4

　林班、小班、枝番は、1つの欄に１つを記入すること。

　森林経営計画が作成されていない場合は、森林経営計画の対象となる時期を備考欄に記入すること。

　適宜行を追加すること。

伐倒・搬出・除伐・保育間伐を行う林分の明細

事業実施主体

森林経営
計画番号

合計

　整理番号及び枝番は、別記第4号様式の１に記載したものとの対応させること。



別記第６号様式（第６条関係）

　

　

市町村 林班 小班 　年度 　年度 　年度

面積（ha) 面積（ha) 面積（ha) 面積（ha)

合計

路網整備における森林整備計画表

事業実施主体名

区分 路 線 名
森林経
営計画
番号

作業種

森林整備計画量
合計 森林整備

実施主体
備考



別記第７号様式（第７条２項　関係）

住所

(申請者）

氏名　　　　　　　　　

　

（ha、ｍ） (円)

（注）
１

２

(1)

(2)

(3)

第　　　号
　　年　　月　　日

熊本県知事　　　様

　年度間伐等森林整備促進対策事業の補助金交付決定前着手承認申請書

　このことについて、　　　年度事業実施計画に基づき、下記のとおり補助金交付決定前に着手した
いので、熊本県農林水産業振興補助金等交付要項第９条及び熊本県間伐等森林整備促進対策事業実施
要領第７条第２項の規定に基づき申請します。

記

１　着手の理由

２　着手の計画

実施実施主体名 事業種目 事業量 事業費
着手予定年月日
完了予定年月日

直営
請負
の別

備考

　補助金交付決定を受けるまでの期間内に、天災地変等の事由によって実施した事業に損失を生じた
場合、これの損失は事業実施主体が負担する。
　補助金交付決定を受けた補助金額が、交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合においても異
議がない。

　当該事業については、着工から補助金交付決定を受ける期間内においては、計画変更は行わない。

　　年　月　日

　路網整備にあっては、１行に１路線を記入することし、適宜行を追加すること。また、備考欄に路
線名を記入すること。

　着手の条件

　　年　月　日



 別記第８号様式（第７条第３項関係）

(申請者）

（単位：ｍ、円）

事業費 補助金 契約日 契約額 進捗 支払済額 請負者
（契約予定） （％）

始
終
変
始
終
変
始
終
変
始
終
変
始
終
変

合計

第　　　　　　号
　　年　　月　　日

熊本県知事　　　　　　　　　　　様
住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　年度間伐等森林整備促進対策事業　林業専用道整備（規格相当）進捗状況報告 （　　月分）

　このことについて、　月末時点の進捗状況を下記のとおり報告します。

記

路線名 延長 備考工期



 別記様式第９号（第７条第４項関係）

 

(申請者)
氏名

幅員

（ｍ）

作設延
長

（ｍ）

設計額

（円）

単価

（円/
ｍ）

予定
工期

直営
共同
請負
の別

備考

（添付書類）
１　設計書図書
２　林業専用道チェックリスト（別記第９号様式の１）

計

                                                              　　番　　　　　号　
                                                          　　年　　月　　日　

熊本県知事　　　　　　　　様

住所　　

　　年度間伐等森林整備促進対策事業（林業専用道（規格相当）整備）
着工協議書

　　年　月　日付け森整第　　号で交付決定のあったこのことについて、下記のとお
り本体工事に着工したいので、熊本県間伐等森林整備促進対策事業実施要領第７条第
４項の規定に基づき協議します。

記

路線名



 

確認月日　： 　   年    月    日　     　

チ　ェ　ッ　ク　項　目 確認 備　考　（検討・改善事項が必要な測点番号、意見・理由等）

①　森林施業ポイントや将来の森林作業道との分岐点等を考慮して選定されてい
るか（森林へのアクセス機能が確保されているか）

②　地形・地質の安定している箇所を通過するように選定されているか

③　線形は地形に沿った屈曲線形、波形勾配となっているか（直線区間が長すぎな
いか）

④　拡幅量の大きい小半径の曲線が連続していないか（地形条件に応じた曲線半
径となっているか）

⑤　長大な切土及び盛土の区間が連続していないか

⑥　切土、盛土の土工量が均衡かつ最小のものとなっているか

⑦　土構造を基本とし、擁壁等の工作物の設置は、できるだけ抑制しているか

⑧　沢の横断をできる限り回避する線形となっているか

⑨　支障木の伐開幅は必要最小限となっているか

⑩　傾斜区分は当初計画のとおりか

①　車道幅員や路肩副員は適切か

②　屈曲部については、拡幅量、土工量、工作物の設置など現地の状況を踏まえ、
設計されているか

③　縦断勾配は、路面侵食等を防止するためにできる限り緩勾配とするよう設計さ
れているか

④　縦断勾配が急な場合は、路面侵食等を防止できる構造となっているか

⑤　山土場などの林業作業用施設は、沿線の森林施業の状況、森林作業道の分
岐点等を考慮して設けられているか

⑥　交通安全施設等を設置する場合は必要最小限のものとなっているか

  　 数量計算は、設計図等に基づき、設計積算等に必要な工種・工法等別の数量
が算出されているか

①　切土のり面勾配は土質条件に応じた適切な勾配となっているか

②　切土のり面勾配を標準としない場合、その理由は適切か

③　切土のり面整形を行う場合、その理由は適切か

①　盛土のり面勾配は適切な勾配となっているか

②　盛土のり面勾配を標準としない場合、その理由は適切か

①　残土の発生を抑制しているか

②　残土処理の箇所及び方法は適切か

①　切土のり面の保護工を行う場合、その理由は適切か

②　切土のり面保護工を実施する場合の工法は適切なものを選定しているか

③　盛土のり面の保護工を行う場合、その理由は適切か

④　盛土のり面保護工を実施する場合の工法は適切なものを選定しているか

①　路盤厚は、路床の強度、既往の実績等を基に決定されているか

②　路盤材は、適切な材料が選択されているか

③　現地発生材を有効に活用しているか（使用しない場合の理由は適切か）

④　急勾配のため路面侵食が発生するおそれがある場合、路面の安定処理を行う
設計となっているか

①　構造物を設置する場合は、地形・地質等からみて適切か

②　構造物を設置する場合は、コスト比較等を行い適切な工種・工法が選定されて
いるか

③　柵工等の設計は、木製の工種・工法が検討されているか

①　排水は、波形線形等による地形条件を利用した分散処理する設計となっている
か

②　横断排水工の設置場所、設置間隔は適切に選定されているか

③　横断排水工は、簡易な資材等により設計されているか

④　側溝を設置する場合は、素堀の設計となっているか

⑤　排水先は洗掘防止等の対策をとっているか

　森林法、河川法等の関係諸法令に係る必要な手続きが認識されているか

（注）１
２
３

備考欄には、指針に沿っている場合のほか、一部沿っている場合、沿っていない場合等の内容や改善方法等を記入する。
各区分におけるチェック項目は、必要に応じ適宜追加する。

７　法面保護工

８　路盤工

９　構造物の選定

１０　排水施設

１１　その他

確認欄は、チェック項目（林業専用道作設指針（案））に沿っているかを確認し「✔」を記入する。項目の該当がない場合は「ー」を記入する。

６　残　土

別記第９号様式の１（第７条第４項関係）

林業専用道チェックリスト
路 線 名　：

場所（林小班）：

確 認 者 ： 

区   分

１　路線選定

２　規格・構造

３　数量計算

４　切　土

５　盛　土



 別記様式第10号（第７条第５項関係）

 

　　年　月　日付け　　　第　　号で協議のあったこのことについて承認しま
す。
　つきましては、関係規程に基づき適正に事業を実施してください。

                                                              　　番　　　　　号
                                                         　年　　月　　日

事業実施主体名　　　　　　　様

熊本県知事　　　　　　

　　年度間伐等森林整備促進対策事業（林業専用道（規格相当）整備）
着工承認通知書



　

 事業費 補助金 その他

 １ 間伐材生産 　搬出間伐材積　〇〇m3

　うち対象施設への供給量　〇〇m3
小計

小計

小計

(4)　関連条件 ① 森林調査及び

     整備活動    同意取付け

小計

② 森林作業道整備

小計

③ 鳥獣害防止施設

　　の整備

小計

(１)  林業専用道 ① 林業専用道

 ２ 路網整備     （規格相当） 　（規格相当）整備

     整備
小計

② 林業専用道

　（規格相当）整備

　（施設一体型） 小計

③ 関連条件整備活動

小計

(2)  森林作業道 ① 森林作業道整備

　   整備

小計

② 関連条件整備活動

小計

注1

2

3

メニュー①の欄には、「国際競争力・木材供給基盤強化対策等事業」、「林業・木材産業循環成長対策事業」の別を記入すること。

事業内容等の欄には、間伐材の生産、同意取付け及び鳥獣害防止施設はその面積を、林業専用道（規格相当）及び森林作業道
は路線数と開設延長合計を記入すること。
不要の行は削除すること。

（1)　伐倒・搬出

（2)　除伐

（3)　保育間伐

計

計

合計

別記第11号様式（第８条関係）
間伐等森林整備促進対策事業完了報告書

事　業　完　了　総　括　表 
（単位：円、ha、m）

メニュー① メニュー② 事業種目 施行市町村
事業実施計画

事業内容等



(申請者)

記

提出書類
１　事業実施完了総括表（別記第11号様式）

２　事業精算書（別記第４号様式）

３　事業着手前及び事業完了後の写真（遠景及び近景写真）

　　年　月　日付け森整第　号で交付決定のありました間伐等森林整備促進対策事
業について、別添の事業箇所については現地施業を完了しましたので、間伐等森林
整備促進対策事業実施要領第９条第３項の規定に基づき中間検査をお願いします。

別記第12号様式（第９条第３項関係）

間伐等森林整備促進対策事業事業中間検査依頼書

熊本県知事　様

住所

氏名

                                                              　　番　　　　　号　
                                                          　　年　　月　　日　



別記第13号様式（第９条第２項関係）

抽出 全筆 計 件数
事業量
(ha、ｍ)

　　年　　月　　日

　　検査員　　職氏名

職氏名

　熊本県知事　　　　　　　　　　　　 様

※　検査員の欄については、署名又は記名押印とする。

合　　計

備　　考

　　年度　　間伐等森林整備促進対策事業中間検査復命書

　　　　年　　月　　日から　　年　　月　　日まで、　　年度　間伐等森林整備促進対策事業中間検査を下記のとおり実施しましたが、その結果については、
別紙中間検査調書のとおりでしたので、復命します。

記

申　請　者 施行市町村

メニュー① メニュー② 事業種目
現地検査件数 書類検査（申請）



別記第14号様式の１（第９条第２項関係）

(年） (ha） （％） (m
3
) （％） （％） （円）

0
(0)

上記のとおり検査しました。

年　　月　　日

※　検査員の欄については、署名又は記名押印とする。

検査員職氏名 検査員職氏名

書類

検査

現地

検査

検　査

合・否

合計 0

搬出材積 現場監督率
社会保険

等　率
森林経営計画 事前計画

標準経費

（実行経費）

整理

番号

枝

番
事業実施者 森林所有者 事業種目 搬出方法樹　種 林　齢 実面積 伐採率

間伐等

方　法

　　年度　間伐等森林整備促進対策事業中間検査調書　（間伐材生産）

広域本部地域振興局 事業実施主体 施行市町村 メニュー① メニュー②



別記第14号様式の２（第９条第２項関係）

施行市町村 メニュー②

(ｍ） (ｍ） （円）

0 0
(0)

上記のとおり検査しました。

年　　月　　日

※　検査員の欄については、署名又は記名押印とする。

検　査

合・否

合計

検査員職氏名

幅　員 森林経営計画 事前計画
標準経費

（実行経費）

書類

検査

現地

検査

整理

番号

枝

番
事業実施者 森林所有者 事業種目 延　長

　　年度　間伐等森林整備促進対策事業中間検査調書　 (路網整備のうち森林作業道整備)

広域本部地域振興局 事業実施主体 メニュー①



別記第15号様式の１（第９条第２項関係）

確認 確認

確認 確認

確認 確認

林班 確認 小班 確認

確認 確認

確認 年 確認

年 確認 ha 確認

％ 確認 ha 確認

本／ha 確認 本／ha 確認

確認 確認

m
3 確認 ｍ 確認

確認 確認

％ 確認 ％ 確認

確認

間伐の適否 確認 間伐方法の適否 確認

搬出方法の適否 確認 適用材積の適否 確認

伐採率 ％ 確認

防護柵設置の適否 確認 防護柵種類の適否 確認

被害状況の適否 確認

※　検査員の欄については、署名又は記名押印とする。

整理番号 枝　番

　　年度間伐等森林整備促進対策事業中間検査野帳

事業実施主体 施行市町村

メニュー① メニュー②

林　班 小　班

事業実施者 森林所有者

作業種類 樹　種

林　齢 区域面積

実施率 実面積

施行本数 間伐率

検査員 　職　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

間伐等方法 搬出方法

搬出材積 延　長

森林経営計画 事前計画

社会保険等率 現場監督率

検査年月日 　　　年　　月　　日 備　考

備　　　　　考

立会人

検　　査　　記　　録

間　伐

防護柵



別記第15号様式の２（第９条第２項関係）

確認 確認

確認 確認

確認 確認

林班 小班 確認

林班 小班 確認

確認 確認

確認 確認

ｍ 確認 ｍ 確認

確認 確認

(1)路体検測結果

確認 確認

確認 確認

(3)構造物の検査結果

確認 確認

確認 確認

確認 確認

確認 確認

確認 確認

確認 確認

確認 確認

※　検査員の欄については、署名又は記名押印とする。

事業実施者 森林所有者

作業種類 直営請負の別

　　年度間伐等森林整備促進対策事業中間検査野帳（森林作業道）

事業実施主体 施行市町村

メニュー① メニュー②

整理番号 枝　番

起点林班 起点小班

終点林班 終点小班

森林経営計画等 事前計画

検査年月日 　　年　　月　　日

延　長 幅　員

検査員 　職　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

立会人

検　　査　　記　　録

項　　目 検査地点及び検査結果 項　　目

1　延長

　　（測点間距離） 　　（曲線半径）

1　法面整理 1　さく孔

2　幅員 3　縦断勾配

　 法長

   法勾配

(2)工種別検査結果

工　　種 検査地点及び検査結果

　　（緑化工）

2　敷砂利 2　裏堀

3　石積工 3　抜石

4　簡易土留工 4　根堀

5　排水工 5　反発強度

備　　　　　考

6　かご工等 6

7 7



 事業費 補助金 その他

 １ 間伐材生産 　搬出間伐材積　〇〇m3

　うち対象施設への供給量　〇〇m3
小計

小計

小計

(4)　関連条件 ① 森林調査及び

     整備活動    同意取付け

小計

② 森林作業道整備

小計

③ 鳥獣害防止施設

　　の整備

小計

(１)  林業専用道 ① 林業専用道

 ２ 路網整備     （規格相当） 　（規格相当）整備

     整備
小計

② 林業専用道

　（規格相当）整備

　（施設一体型） 小計

③ 関連条件整備活動

小計

(2)  森林作業道 ① 森林作業道整備

　   整備

小計

② 関連条件整備活動

小計

注1

2

3

4

別記第16号様式（第１０条関係）

間伐等森林整備促進対策事業実績書

総　括　表 

メニュー① メニュー② 事業種目 施行市町村
事業実施計画

事業内容等

メニュー①の欄には、「国際競争力・木材供給基盤強化対策等事業」、「林業・木材産業循環成長対策事業」の別を記入すること。

事業内容等の欄には、間伐材の生産、同意取付け及び鳥獣害防止施設はその面積を、林業専用道（規格相当）及び森林作業道
は路線数と開設延長合計を記入すること。

不要の行は削除すること。

繰越の場合は、上段に全体、中段に当年度内執行分、下段に繰越分を記入すること。

（1)　伐倒・搬出

（2)　除伐

（3)　保育間伐

計

計

合計



別紙第16号様式の１（第１０条関係）

１　間伐材生産

　
うち

搬出間伐
定額（Ａ） 実績（Ｂ） 差額(A-B)

ｈａ ｈａ ％ 円 円 円 円 円 ㎥ ㎥

　 　

計

２　関連条件整備活動

定額（Ａ） 実績（Ｂ） 差額(A-B)
ha、ｍ 円 円 円 円 円

計 計

注1　メニューの欄には、「国際競争力・木材供給基盤強化対策等事業」又は「林業・木材産業循環成長対策事業」の別を記入すること。

備考
事　業　費（円）事業量

   ６　鳥獣害防止施設の場合は、事業量の単位はヘクタールとし、備考欄に施行箇所数、施行延長(m)を記入すること。

   ５　森林作業道整備の場合は、備考欄に路線数、幅員(m)を記入すること。

　 ３　定額の欄には、定額の単価に事業量を乗じた額を記入すること。

   ４　森林調査及び同意取付けの場合は、備考欄に問いかけ森林所有者数を記入すること。

 　２　事業種目の欄には、森林調査及び同意取付け、森林作業道整備及び鳥獣害防止施設の別を記入すること。

補助金
その他
負担金メニュー 事業種目市町村

注1　メニューの欄には、「国際競争力・木材供給基盤強化対策等事業」又は「林業・木材産業循環成長対策事業」の別を記入すること。

補助金
その他
負担金

　　年度間伐等森林整備促進対策事業実績書

メニュー 間伐面積 間伐率
事　業　費（円）

搬出材積 備  　考

   2　定額の欄には、定額の単価に間伐面積を乗じた額と、必要に応じて間接費相当額とを合わせた額を記入すること。

   3　備考の欄には、直営、請負又は森林所有者等施行の別を記入すること。

木材販売実績市町村



別紙第16号様式の２（第１０条関係）

メニュー

番号 枝番
建築用材等

Ａ
チップ等

Ｂ
納品
伝票

写真
納品
伝票

写真

1 1 1 スギ 15年 ●●森林組合 定性 車輌系 0.70ha 0.0m3 0.7m3
2 1 2 スギ 17年 ●●森林組合 列状 架線系 0.70ha 20.0m3 2.0m3
3 1 3 ヒノキ 19年 ●●森林組合 定性 車輌系 0.50ha 15.0m3 2.0m3
4 1 4 ヒノキ 20年 ●●森林組合 列状 車輌系 1.30ha 30.0m3 5.0m3
5 1 6 ヒノキ 22年 ●●森林組合 列状 車輌系 0.20ha 10.0m3 2.0m3
6 1 8 スギ 24年 ●●森林組合 定性 架線系 0.50ha 22.0m3 1.0m3
7 1 11 スギ 26年 ●●森林組合 定性 車輌系 0.10ha 2.5m3 2.0m3
8 1 12 ヒノキ 28年 ●●森林組合 定性 車輌系 0.20ha 10.0m3 2.0m3
9 1 13 ヒノキ 30年 ●●森林組合 定性 車輌系 0.20ha 6.0m3 0.5m3
10 1 2 スギ 31年 ●●森林組合 列状 架線系 0.70ha 25.0m3 0.2m3
11 1 3 ヒノキ 32年 ●●森林組合 定性 車輌系 0.50ha 22.0m3 5.0m3
12 1 4 ヒノキ 33年 ●●森林組合 列状 車輌系 1.30ha 60.0m3 10.0m3
13 1 6 ヒノキ 34年 ●●森林組合 列状 車輌系 0.20ha 10.0m3 2.0m3
14 1 8 スギ 35年 ●●森林組合 定性 架線系 0.50ha 25.0m3 3.0m3
15 1 11 スギ 36年 ●●森林組合 定性 車輌系 0.10ha 2.0m3 1.0m3
16 1 12 ヒノキ 38年 ●●森林組合 定性 車輌系 0.20ha 3.0m3 2.0m3
17 1 13 ヒノキ 40年 ●●森林組合 定性 車輌系 0.20ha 6.0m3 0.0m3
18 1 2 スギ 42年 ●●森林組合 列状 架線系 0.70ha 23.5m3 0.6m3
19 1 3 ヒノキ 44年 ●●森林組合 定性 車輌系 0.50ha 20.0m3 2.0m3
20 1 4 ヒノキ 46年 ●●森林組合 列状 車輌系 1.30ha 2.0m3 20.0m3
21 1 6 ヒノキ 48年 ●●森林組合 列状 車輌系 0.20ha 1.0m3 5.0m3
22 1 8 スギ 50年 ●●森林組合 定性 架線系 0.50ha 20.0m3 2.0m3
23 1 12 ヒノキ 52年 ●●森林組合 定性 車輌系 0.20ha 8.0m3 1.0m3
24 1 13 ヒノキ 54年 ●●森林組合 定性 車輌系 0.20ha 6.0m3 1.0m3
25 1 14 スギ 56年 ●●森林組合 定性 車輌系 0.30ha 0.0m3 6.0m3

12.00ha 349.0m3 78.0m3

29.0m3/ha 6.5m3/ha

注 1

2

3

4

●●町大字△字■×番地 46 47

＝　35.5m3/ha

メニューの欄には、「国際競争力・木材供給基盤強化対策等事業」又は「林業・木材産業循環成長対策事業」の別を記入すること。

事業の種類欄には、「定性」又は「列状」のいずれかを記載すること。

搬出方法欄には、「車輌系」又は「架線系」のいずれかを記載すること。

チップ、合板及び木質バイオマス等の用途として山元から直接納入される材」の丸太換算率は、針葉樹は１ｔ当たり1.31m
3
で換算する。

合　計

●●町大字△字■×番地 40 41
●●町大字△字■×番地 42 43
●●町大字△字■×番地 44 45

●●町大字△字■×番地 34 35
●●町大字△字■×番地 36 37
●●町大字△字■×番地 38 39

●●町大字△字■×番地 29 30
●●町大字△字■×番地 31
●●町大字△字■×番地 32 33

●●町大字△字■×番地 23 24
●●町大字△字■×番地 25 26
●●町大字△字■×番地 27 28

●●町大字△字■×番地 17 18
●●町大字△字■×番地 19 20
●●町大字△字■×番地 21 22

●●町大字△字■×番地 11 12

●●町大字△字■×番地 5

●●町大字△字■×番地 13 14
●●町大字△字■×番地 15 16

6
●●町大字△字■×番地 7 8

●●町大字△字■×番地 2

●●町大字△字■×番地 9 10

●●町大字△字■×番地 3 4

チップ等

●●町大字△字■×番地

事業の
種類

搬出
方法

小班 樹種
面積

a

搬　出　材　積　集　計　表

整理番号
施行地の地籍 林班

証明書等

建築用材等
林齢 事業実施主体

林分毎の搬出材積

1



別紙第16号様式の３（第１０条関係）

２　路網整備

ｍ ｍ 円 円 円 円 円 円 ｈａ ｈａ

小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　年度間伐等森林整備促進対策事業実績書

メニュー 整備区分
事業実施

主体
市町村 路線名

共同
直営
請負
の別

幅員 延長

　　年　　月　　日

主　な
工種数量

備考
本体工事費

測量及び
試験費

工事雑費 事務雑費
利用区域

面積
間伐実施
予定面積

事業費

事業費内訳

補助金
その他
負担金

利用区域

工期

（1）林業専用道
　　（規格相当）整備

（２）森林作業道整備

合　　計

事業完了年月日

（注）１　メニューの欄には、「国際競争力・木材供給基盤強化対策等事業」又は「林業・木材産業循環成長対策事業」の別を記入すること。

　　　２　「幅員」欄には、車道幅員に路肩幅員を加えたものを記入する。

　　　３　「工期」欄には、実施着工及び竣工日を記入する。

　　　４　補強を行った場合は、備考欄に「補強」と記入すること。

　　　５　林業専用道（規格相当）整備（施設一体型）を行った場合は、備考欄に「施設一体型」と記入すること。



　　 　既受領額(B)      今回請求額(C)
事業量 総事業費 補助金(A) 残高(A)-(B+C) 事業完了

交付金額 出来高 交付金額 出来高 予定年月日

ha,m 円 円 円 ％ 円 ％ 円

　ア　伐倒・搬出

　イ　除伐

　ウ　保育間伐

　エ　関連条件整備活動

計

　ア　林業専用道（規格相当）整備

　イ　林業専用道（規格相当）整備
　　　（施設一体型）

　ウ　森林作業道整備

　エ　関連条件整備活動

計

上記のとおり相違ないことを証明します。
　　　    年　　月　　日
　　　　職名　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　

合  　　計

別記第17号様式（第１１条第２項関係）

出　　　　来　　　　高　　　　調　　　　書

メニュー 事業種目

（１）間伐材生産

（２）路網整備



別記第18号様式（第1３条第３項関係）

  

整理
番号

枝番 市町村
森林経
営計画
番号

林班 小班
小班
枝番

大字 字 地番 事業実施者 森林所有者 樹種 林齢 区域面積 実施率 実面積 伐採率
搬出の
有無

搬出
方法

搬出
材積

鳥獣害
防止施
設の有

無

補助金額 出荷先 備考

ha % ha % m
3 円

合計 0.00 0.00 0 0

（注）

４　適宜行を追加すること。

　　年度間伐等森林整備促進対策事業　伐倒・搬出台帳

事業実施主体

１　番号欄には、通し番号を付けること。

２　林班、小班、枝番は、1つの欄に１つを記入すること。

３　交付金額は整理番号ごとの合計額を記入すること



別記第19号様式の１（第1３条第３項関係）

 

（林道台帳準用第２号様式の１） 　　総　　　括　　　表

2 級

軽　　車　　道　

利用伐期齢以上の立木の蓄積　： ｍ3

※この台帳は、民有林林道台帳について（平成８年５月１６日付け８林野基第１５８号林野庁長官通知）を準用した様式であるため、作業道として作設する林業専用道（規格相当）については、該当する項目について記載すること。

索引番号

林 業 専 用 道 台 帳
路 線 名

林道管理者名

路線名 幹、支、分線名 基幹道、管理道、専用道、施業道別 種類及び区分 奥地、その他別 国有林林道との関係
位                                                           置

併用林道協定の有無

台帳整理番号 林道網記入番号 台帳登載年月日 　　　年　　　月　　　日

管　　理　　道

終     点
有　　　　　　　無

専　　用　　道

有　　　　　　　無
起      点

幹　　　　線　　　　名 基　　幹　　道 自動車道 奥　　　　　地

峰越連絡林道の維持管理、
災害復旧等の協定の有無

半島市町村名
分線 そ　　の　　他

施　　業　　道
指定年月日 　　年　　月　　日 指定年月日 　　年　　月　　日 指定年月日

支線 （規格相当）
過疎市町村名 振山市町村名

　　年　　月　　日

全　　　体　　　計　　　画 利　　用　　区　　域　　内　　の　　状　　況

年
度
現
在

総延長

（ｍ）

現況及び計画

地　　　　　　域
森　林　計　画

森林経営計画
（森林施業計画）

利　　　用　　　区　　　域　　　内　　　の　　　森　　　林　　　資　　　源 その他面積

針葉樹 広葉樹 計 区分 面積（ｈａ）

利用区域内の森林資源のう
ち法令に基づく制限等の区分

及び面積
幅員
（ｍ）

延長 （ｍ）
区分

面　　　積　　（　h a　） 蓄積 （ ｍ
３
 ）

区分 面積
針葉樹 広葉樹

現況 計画

民　有　林

計

（分収造林）
国　有　林

官　　行
造　　林

計

路線名 幅員（ｍ） 延長(km) 道路の種類

接続道路の状況
利用区域内の人家等 交通災害保険加入状況

起　点　側　接　続　道　路 終　点　側　接　続　道　路

路線名 幅員（ｍ） 延長（km） 道路の種類 管理者名 保険の種類管理者名
人　　　　家

（戸）

保　険　会　社
の　　名　　称

公共用建物
（箇所）

その他 加入年月日
平成　　年　　月　　日

摘　　　　　　　要

平成　　年　　月　　日



別記第19号様式の２（第1３条第３項関係）

（林道台帳準用第３号様式） 　　経　過　表

施

行

年

度

施　　行

主体名

新設
改築
改良
舗装
災害
の別
又は
併用
編入
削除
の別

施　　　行

区　　　分

全幅員

（車道幅員）

（ｍ）

索　　　　引
番　　　　号

林業専用道台帳 路　線　名

延長

（ｍ）

（国費）

事業費

（千円）

補

助

率

線形の状況

構造物の状況

構　造

現在終点位

置（目標物を

含む）の地番

等（市、郡、

町、村、大字、

字、番地）

登載年月日

（年月日）

摘　　要

曲線

半径

例外値

箇所数

縦断

勾配

例外値

箇所数

区　　　　　　　　　　分 累

計

橋梁及びトンネル

林業作
業用施
設待避
所及び
車廻し

等

幅

員

延

長

全幅員
４．０ｍ
未　満

全幅員
４．０ｍ
以　上

名　称

全幅員
（車道幅

員）
（ｍ）

延長

（ｍ）
箇所数

本

数

幅

員

延

長

標

識

等

現　況　延　長　（ｍ）



別記第19号様式の３（第1３条第３項関係）

（林道台帳準用第４号様式の１） 　　平　面　見　取　図

　市町村管内図程度の縮尺の図面に台帳に記載する林道を表示した図面を添付する。

索　　　　引
番　　　　号

林業専用道台帳 路　線　名 ○○○○線



別記第19号様式の４（第1３条第３項関係）

（林道台帳準用第５号様式） 　　平　面　 図

　最終設計の平面図を添付する。

 

台帳整理番号： 作成年月日：

　図面番号　　： 作　成　者　：

索　　　　引
番　　　　号

林業専用道台帳 路　線　名 ○○○○線



事業費 交付金額

工種又は 構造又は (千円) (千円)
施設区分 規模

増改築 事業費
の予定 (千円)
年月日 工種又は 構造又は

施設区分 規模

(注)

別記第20号様式（第1３条第８項関係）

番　　　　　号　
                                                       　　年　　月　　日

熊本県知事　　　　　　　　様

                                                　　　　　市町村長名

間伐等森林整備促進対策事業により取得した施設の増改築等について（協議）

　　年度間伐等森林整備促進対策事業により取得した施設について、下記のとおり増改
築したいので協議します。

記

１　事業実施主体

２　増改築しようとする理由

３　増改築の内容

(1)取得施設

取得年月日 事業種目
事業内容

備考
数量

１　増改築の内容は、増築、改築、模様替え、移転等に分けて記載すること。
２　増改築の計画図面等を添付すること。

(2)増改築の計画

増改築の内容
事業内容

備考
数量



 　

取　得 事業費 交付金額
年月日 工種又は 構造又は (千円) (千円)

施設区分 規　模

処分 処　分 処分の 事 業 費 処分価格
内容 予　定 相手方 (千円) (千円)

年月日 工種又は 構造又は
施設区分 規　　模

  (1)  取得機械施設

別記第21号様式（第1３条第９項関係）

                                                              　　番　　　　　号
                                                          　　年　　月　　日

熊本県知事　　　　　　　　様

                                                　　　　　市町村長名

間伐等森林整備促進対策事業により取得した機械施設の処分について（申請）

　　　年度間伐等森林整備促進対策事業により取得した機械施設について、下記のとおり処
分したいので承認されたく申請します。

記
１　事業主体

２　処分しようとする理由

３　処分の内容

（注）処分内容は、更新、譲渡、交換、貸付け、担保等に分けて記載すること。

事業種目
事　業　内　容

備　考
数　量

(2)　処分計画

事　業　内　容
備考

数　量



  

取　得 事業費
交付金

額
年月日 工種又は 構造又は (千円) (千円)

施設区分 規　模

処分 処　分 処分の 事 業 費 処分価
格

内容 予　定 相手方 (千円) (千円)
年月日 工種又は 構造又は

施設区分 規　　模

別記第22号様式（第1３条第９項関係）

                                                              　　番　　　　　号
                                                          　　年　　月　　日

熊本県知事　　　　　　　　様

                                                　　　　　市町村長名

間伐等森林整備促進対策事業により取得した機械施設の処分について
　　年度間伐等森林整備促進対策事業により取得した機械施設について、下記のとお
り処分するのでお届けします。

記

１　事業主体

２　処分しようとする理由

３　処分の内容
 (1)  取得機械施設

事業種
目

事　業　内　容
備　考

数　量

(2)　処分計画

事　業　内　容
備考

数　量

（注）処分内容は、更新、譲渡、交換、貸付け、担保等に分けて記載すること。



　

　

　

(注)

(2) 事業主体名

別記第23号様式（第1３条第11項関係）

                                                              　　番　　　　　号
                                                         　　年　　月　　日

熊本県知事　　　　　　　　様

                                                　　　　　市町村長名

　年度間伐等森林整備促進対策事業により取得した機械施設の災害報告
について

　　年度間伐等森林整備促進対策事業により取得した機械施設が、(災害の原因)により
被災したので報告します。

記

１　被災施設の概要
(1) 事業種目

(3) 施設の所在地

(4) 構造及び規模

(5) 事業費（全体事業費及び交付額）

(6) 取得年月日

２　災害の概要
(1) 災害の原因

１ 被害額は、施設等の再取得価額又は復旧額を記載すること。
２ 復旧計画は、復旧に要する資金の取得方法（自己資金、融資、補助等）や復旧
  が完了する見込みの時期等を記入すること。
３ 被害状況写真を添付すること。

(2) 被災の程度及び被害額

３　復旧計画等
(1) 応急措置

(2) 復旧計画



(申請者)

　

氏名

別記第24号様式（別表２関係）

                                                         　　年　　月　　日

熊本県知事　　　　　　　　様

住所

誓約書

　〇〇〇〇（申請者）は、補助金等交付に付された条件を遵守し、森林関係法令の違反
等不適切な行為を行わない旨誓約いたします。



別記第２５号様式（第８条第１項関係）

住所

（申請者）

氏名　　　　　　　　　

記
（添付資料）
（１）事業完了総括表（別記第11号様式）
（２）事業精算書（別記第４号様式）
（３）伐倒・搬出、除伐、保育間伐を行う林分の明細（別記第５号様式）
（４）着手前、完了後の写真

第　　　号
　　年　　月　　日

熊本県知事　　　　　　　様

　○○　　年度間伐等森林整備促進対策事業　完了届

　○○　　年　　月　　日付け森整第　　　号で補助金交付決定のありました間伐等森林整備促
進対策事業について、事業を完了しましたので、間伐等森林整備促進対策事業実施要領第８条第1
号の規定に基づき届け出ます。



別記第４号様式（第６条関係）

（１）収入の部

区　　　　分 予　算　額 備　考

（円）

県交付金

市町村費

その他

合　　計

（２）支出の部

区　　　　分 予　算　額 備　考

（円）

間伐材生産

（1）伐倒・搬出

（2）関連条件整備活動等

路網整備

（1）林業専用道（規格相当）

（2）森林作業道

合　　計

収支予算書



別記第4号様式（第１３条関係）

（１）収入の部

区　　　　分 精　算　額 備　考

（円）

県交付金

市町村費

その他

合　　計

（２）支出の部

区　　　　分 精　算　額 備　考

（円）

間伐材生産

（1）伐倒・搬出

（2）関連条件整備活動等

路網整備

（1）林業専用道（規格相当）

（2）森林作業道

合　　計

収支精算書



 

延長　：　　　　　　　　　　　　　ｍ 幅員　：　　　　　　　　　ｍ

確認月日　：    年    月    日　     　 確 認 者 ： 

チェック欄 特記事項
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

2
幅
員

①

①

②

③

①

②

③

④

路 線 名　：

場所（入口の林小班）：

転落事故防止のため、降坂区間やカーブで谷側を低くしないように計画した
か。

森林作業道チェックリスト

チェック項目
十分な現地踏査を行って、路線計画を決線計定したか。
(踏査日を特記事項欄に記入）
地形、地質の安定している箇所を通過するように計画したか。

Ⅰ
路
線
計
画

区分

横断排水施設やカーブを利用して分散排水するように計画したか。

森林施業の効率化の観点だけでなく潰れ地となる小規模森林所有者にも配慮
して計画したか。
造材、積み込み作業や作業を安全かつ効率的に行うための空間を適切に配置
するよう計画したか。
作設費用と得られる効果のバランスに留意したか。

近傍の作設事例地を参考にしたか。
（参考にした場合、特記事項欄に事例地を記入）
森林法等に基づく届け出等の手続について、林務担当部局に確認を行った
か。
（手続を行った場合、特記事項欄に記入）
丸太組工を計画する場合は、丸太組工の高さをできるだけ低くするよう計画
したか。
丸太組工を計画する場合は、機能を維持していくため適切な維持管理が必要
となることを地権者等に説明したか。
（説明相手方等を特記事項欄に記入）
使用する林業機械と傾斜区分に対応して線幅示されている幅員の目安に適合
するよう計画したか。
（車両クラス、林地傾斜度を特画記事項欄に記入）

地形に沿った屈曲線形、排水を考慮した波形勾配で計画したか。

林道や公道との接続地点、地形を考慮した接続方法、人家、施設、水源地な
どがある場合、それらを迂回するよう検討したか。
やむを得ず破砕帯などを通過する場合は、区間を極力短くしたり、簡易な工
作物等を適切な位置に設置するよう計画したか。

1
計
画

3
勾
配

4
排
水
計
画

集材作業を行う車両が、木材を積載し安全に上り走行・下り走行ができるこ
とを基本に計画しているか。（概ね10(18%)以下が目安）
（上記を超える区間がある場合は、特記事項に記入）
集材作業を行う車両の自重、木材積載時の荷重バランス、エンジン出力など
のほか、路面の固さ、土質による滑りやすさ、勾配が急になるほど路面浸食
が起きやすくなること等を考慮して計画したか。
（滑り止めの工夫等を計画した場合は、特記事項に記入）

安全確保の観点から、急勾配区間と曲線部の組み合わせをできるだけ避ける
ように計画したか。

適切な排水先がない場合や湧水などがある場合は側溝等により導水するよう
に計画したか。
（湧水などがある場合、必要により路線図に記入）

排水はカーブ上部の入口部分で行い、曲線部への雨水の流入を避けるように
計画したか。



①

②

①

②

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

4
曲
線
部

①

①

②

③

④

⑤

①

②

③

④

⑤

⑥

①

②

③

④

①

②

①

②

注１

２
３

森林作業道の作設工事中及び森林施業の実施中、公道や渓流に土砂が流出し
たり、土石が周辺に転落しないよう、必要な対策配慮をとっているか。
事業実施中、希少な野生生物の生息・生育情報を知った場合、必要な対策を
検討しているか。
必要に応じて一般の車両の進入を禁止するなど適正に管理しているか。

丸太組工を施工したときは、地権者等に対して、施工箇所（外から施工箇所
を確認できない場合）、腐朽状況の確認方法及び維持管理の方法等機能維持
に必要な対策を具体的に説明した記録があるか。

湧水がある場合、側溝などを設け適切に導水処理をしているか。

小渓流を横断する場合は、原則として暗きょではなく洗い越しで施工してい
るか。
施業地の斜面の方向や地域の気象条件を考慮し、必要最小限の幅としている
か。
伐開の幅は、施業地の土質を考慮して決定しているか。

路線沿いの立木は、できるだけ残しているか（路肩部分の保護、車両の転落
に対する走行上の安心感を与える効果もある）。
伐開の幅は必要な範囲に限定しているか。

火山灰土など、一度掘り起こすと締固め等が効かない土質の箇所で掘削を行
う場合は、火山灰土などの深さに応じて、剥ぎ取ったり深層と混ぜ合わせる
等工夫しているか。
２ｔ積トラックなど設置圧の高い車両が走行する場合には、荷重を分散させ
るため丸太組による路肩補強工を施工しているか。
路面の縦断勾配、当該区間の延長及び区排間に係る集水区域の広がり等を考
慮して、水適切な間隔で設置しているか。
排水溝は、維持管理を考慮し、開きょとしているか。

横断排水施設の排水先には、路体の決壊を防止するため、岩や石で水たたき
を設置したり、植生マットで覆うなどの処理をしているか。

ヘアピンカーブにおいては、路面高と路線配置を精査し、盛土箇所を谷側に
張り出す場合には、締固めを繰り返し行ったり、構造物を設けるなどして、
路体に十分な強度を持たせるように施工しているか。
盛土の土量が不足する場合は、当該盛土の前後の路床高の調整など縦方向で
の土量調整を行っているか。

林業機械が安全に走行できるよう、内輪差や下り旋回時のふくらみを考慮し
た曲線部の拡幅を確保しているか。

構造物は適切なものを選定し、適切な位置に設置しているか。
【作設指針に適合する簡易なものとし、不必要に高価で高規格なものを使っ
ていないか。】
やむを得ず軟弱地盤の箇所を通過する場合は、水抜き処理を行ったり、側溝
等を設置しているか。
やむを得ず森林作業道の作設に不向きな黒ぼくや粘土質のロームなどの箇所
を通過する場合は、必要な路面支持力を得るため、砕石を施すなどの対策を
とっているか。

堅固な路体をつくるために、締固めは概ね30ｃｍ程度の層ごとに十分に行っ
ているか。
盛土のり面勾配は、盛土高や土質等にもよるが、概ね１割より緩い勾配で施
工しているか。また、盛土高が２ｍを超える場合は、１割２分程度の勾配で
腐朽し、盛土路体が劣化する原因となる末木、枝条などを盛土路体に巻き込
まないように施工しているか。
作設現場にある丸太を無意味に盛土路体に巻き込ないよう施工しているか
【路体の劣化を招くだけでなく、締め固めができないので行わない】。

丸太を利用した開きょやゴム板などを利用した横断排水施設を設置する場合
は、走行車両の重量や足回りを考慮しているか。

土質を検討しているか。

土質に応じた施工方法を検討し、実施しているか。

切土高は1.5ｍ程度以内を基本としてい切るか（ヘアピン区間等を除く）。な
おかつ高い切土が連続しないように施工しているか。
切土のり面勾配は土砂の場合は６分、岩石の場合は３分を基本として施工し
ているか。

　確認欄は、チェック項目（森林作業道作設指針）に沿っているかを確認し「☑」を記入する。項目の該当がない場合
は「－」を記入する。
　所見等の欄には、検討や改善が必要な事項・箇所、その他意見等を記入する。
　各区分におけるチェック項目は、必要に応じて適宜追加する。

7
伐
開

剥ぎ取り表土を盛土のり面の緑化材料として活用しているか。

Ⅱ
施
工

Ⅲ
周辺環境
への配慮

Ⅳ
管理

1
土
質

2
切
土

3
盛
土

5
簡
易
構
造
物
等

6
排
水
施
設



別記第２号様式（第６条関係）※間伐及び更新伐の場合

(年） (ha） （％） （m3） （％） （％） （円）

上記のとおり検査しました。

　　年　　月　　日

森林経営計画

（集約化実施計
画）

事前計画
標準経費

（実行経費）

書類

検査

現地

検査

検　査

合・否

間伐等

方　法
搬出方法 適用材積 現場監督率

社会保険

等　率

森林施業計画

（特措法促進計
画）

伐採率
整理

番号

枝

番
事業実施者 森林所有者 計画区分 作業種類 事業主体 分収林契約 樹　種 林　齢 実面積

　　年度　　月　　間伐等森林整備促進対策事業しゅん工検査調書

地域振興局 事業主体 施行市町村 事業区分 事業種類 単価適用年月



別記第３号様式（第６条関係）

確認 確認

確認 確認

確認 確認

確認 確認

確認 確認

確認 確認

確認 確認

確認 確認

確認 確認

確認 確認

確認 確認

確認 確認

確認 確認

確認 確認

確認

地拵の有無 確認 地拵の適否 確認

植え付けの適否 確認 枯損率20％の適否 確認

確認

特殊地拵の適否 確認 特殊地拵材積の判定 m3／ha 確認

地拵の有無 確認 地拵の適否 確認

植え付けの適否 確認 枯損率20％の適否 確認

確認

改良の適否 確認

下刈りの適否 確認 下刈り区分 回 確認

本数被害率30％の適否 確認 倒木起こしの適否 確認

倒木樹高 ｍ

枝打ちの適否 確認 枝打幅（1.0m以上)の適否 確認

枝下高 ｍ 確認

除伐の適否 確認

侵入竹除去の適否 確認

再生竹除去の適否 確認

保育間伐の適否 確認 伐採率 ％ 確認

７齢級を超える場合の平均胸高直径の適否 確認 伐倒木の玉切り、林内集積状況の適否 確認

間伐の適否 確認 間伐方法の適否 確認

搬出方法の適否 確認 造材方法の適否 確認

伐採率 確認 適用材積の適否 - 確認 -

更新伐の適否 確認 更新伐方法の適否 確認

搬出方法の適否 確認 造材方法の適否 確認

伐採率 確認 適用材積の適否 確認

防護柵設置の適否 確認 防護柵種類の適否 確認

被害状況の適否 確認

剥皮防止資材設置の適否 確認 被害状況の適否 確認

ツリーシェルター設置の適否 確認 被害状況の適否 確認

荒廃竹林除去の適否 確認

衛生伐の適否 確認 被害状況の適否 確認

防護柵設置の適否 確認 被害状況の適否 確認

防護柵以外の鳥獣害防止施設設置の適否 確認 被害状況の適否 確認

鳥獣の誘引捕獲の適否 確認 被害状況の適否 確認

備　　　　　考

森林再生：その他

森林再生：誘引捕獲

衛生伐

森林再生：防護柵

ツリーシェルター

荒廃竹林整備

剥皮防止資材

更新伐

防護柵

保育間伐

間　伐

再生竹

侵入竹

除　伐

枝打ち

下刈り

倒木起こし

改　良

樹下植栽

被害跡地造林の場合の本数被害率30％の適否

特殊地拵

被害跡地造林の場合の本数被害率30％の適否

検　　査　　記　　録

人工造林

立会人

検査員 　　　　　　　　　　　　　　　　印　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　　　

検査年月日 備　考

社会保険等率 現場監督率

事前計画 集約化実施計画

森林経営計画 森林施業計画等

延　長 施行本数

実施率 実面積

林　齢 区域面積

労務区分 樹　種

事業主体 分収林契約

計画区分 作業種類

事業実施者 森林所有者

林　班 小　班

整理番号 枝　番

事業区分 事業種類

　　　　年度間伐等森林整備促進対策事業しゅん工検査野帳

申 請 者 施行市町村



別記第５号様式（第８条関係）

抽出 全筆 計 件数 面積 作業道延長 防護柵延長

0 0 0

　　　　年（　　　　年）　　月　　日

　　　　　

　熊本県知事　　蒲島　郁夫　　　　　　　　　　様

検査員職氏名

合　　計

年度　間伐等森林整備促進対策事業しゅん工検査復命書

　　　　年（　　　　年）　　月　　日から　　　　　年（　　　　年）　　月　　日まで、　　　　年度間伐等森林整備促進対策事業しゅん工検査を下記のとおり実施しましたが、その結果について
は、別紙検査調書のとおりでしたので、復命します。

記

申　請　者 施行市町村

備　　考事業区分 事業種類 作業種類
現地検査件数 書類検査（申請）



農林水産業・食品産業の作業安全のための規範（個別規範：林業）  

事業者向け チェックシート  

事業者名  

記入者 役職・氏名  

業種 

（○を付ける。複数選択可） 
素材生産／造林・保育／その他（      ） 

雇用労働者の有無 有 ／ 無 

記入日  

 

現在の取組状況をご記入下さい。  

具体的な事項 

○:実施  

×:実施していない 

△:今後、実施予定 

－:該当しない    

1 作業安全確保のために必要な対策を講じる  

1-(1) 人的対応力の向上  

1-(1)-① 
作業事故防止に向けた方針を表明し、具体的な目標を設定

する。 
 

1-(1)-②  
知識、経験等を踏まえて、安全対策の責任者や担当者を選

任する。 
  

1-(1)-③ 
作業安全に関する研修・教育等を受ける。また、作業安全に

関する最新の知見や情報の幅広い収集に努める。 
  

1-(1)-④ 
適切な技能や免許等が必要な業務には、有資格者を就か

せる。 
  

1-(1)-⑤ 
職場での朝礼や定期的な集会等により、作業の計画や安全

意識を周知・徹底する。 
 

1-(1)-⑥ 安全対策の推進に向け、従事者の提案を促す。  

1-(2) 作業安全のためのルールや手順の順守  

1-(2)-① 関係法令等を遵守する。  

具体的な事項 
○:実施  

×:実施していない 



△:今後、実施予定 

－:該当しない    

1-(2)-② 

高性能林業機械やチェーンソー等、資機材等の使用に当た

っては、取扱説明書の確認等を通じて適切な使用方法を理

解する。 

 

 

1-(2)-③ 作業に応じ、安全に配慮した服装や保護具等を着用する。  

1-(2)-④ 
日常的な確認や健康診断、ストレスチェック等により、健康状

態の管理を行う。 
 

1-(2)-⑤ 
作業中に必要な休憩をとる。また、暑熱環境下では水分や塩

分を摂取する。 
 

1-(2)-⑥ 
作業安全対策に知見のある第三者等によるチェック及び指導

を受ける。 
 

1-(3) 資機材、設備等の安全性の確保  

1-(3)-① 
燃料や薬剤など危険性・有害性のある資材は、適切に保管

し、安全に取り扱う。 
 

1-(3)-② 機械や刃物等の日常点検・整備・保管を適切に行う。  

1-(3)-③ 
資機材、設備等を導入・更新する際には、可能な限り安全に

配慮したものを選択する。 
 

1-(4) 作業環境の改善  

1-(4)-① 
職場や個人の状況に応じ、適切な作業分担を行う。また、

日々の健康状態に応じて適切に分担を変更する。 
 

1-(4)-② 
高齢者を雇用する場合は、高齢者に配慮した作業環境の整

備、作業管理を行う。 
 

1-(4)-③ 

安全な作業手順、作業動作、機械・器具の使用方法等を明

文化又は可視化し、全ての従事者が見ることができるようにす

る。 

 

1-(4)-④ 
現場の危険箇所を予め特定し、改善・整備や注意喚起を行

う。 
 

1-(4)-⑤ ４Ｓ（整理・整頓・清潔・清掃）活動を行う。  

1-(5) 事故事例やヒヤリ・ハット事例などの情報の分析と活用  

具体的な事項 
○:実施  

×:実施していない 



△:今後、実施予定 

－:該当しない    

1-(5)-① 

行政等への報告義務のない軽微な負傷を含む事故事例や

ヒヤリ・ハット事例を積極的に収集・分析・共有し、再発防止策

を講じるとともに危険予知能力を高める。 

 

1-(5)-② 実施した作業安全対策の内容を記録する。  

2 事故発生時に備える  

2-(1) 労災保険への加入等、補償措置の確保  

2-(1)-① 
経営者や家族従事者を含めて、労災保険やその他の補償措

置を講じる。 
 

2-(2) 事故後の速やかな対応策、再発防止策の検討と実施  

2-(2)-① 

事故が発生した場合の対応（救護・搬送、連絡、その後の調

査、労基署への届出、再発防止策の策定等）の手順を明文

化する。 

 

2-(3) 事故時の事業継続のための備え  

2-(3)-① 
事故により従事者が作業に従事ができなくなった場合等に事

業が継続できるよう、あらかじめ方策を検討する。 
 

 


